
   令和７年６月１日 

 

平和人権男女平等推進学習 第１回 企画運営委員会 

 

参加者のみなさまが安心して自分のことを話せる環境にするために、お願いがあります。 

・他の参加者の方を批判しない 

・個人情報やここで見聞きした参加者のプライベートな情報を、他の人に話さない 

 

 

 

１．企画委員、市民館職員自己紹介 

（興味のあるテーマについて） 

 

２．市民館で実施する「平和人権男女平等推進学習」とは 

参考：川崎市の社会教育振興事業要綱、社会教育振興事業実施要綱、単価表 

 

講座の内容や講師依頼も企画委員を中心に行ってもらいますが、 

謝礼単価について、市の単価表があるので、それに従ってご依頼。 

講師の肩書きによって判断します。 

 

３．過去２年間の講座について（参考チラシ） 

 

４．令和７年度の講座について 

予算 15５,000 円（講師謝礼 1５０,000 円 消耗品 5,000 円） 

開催時期 1２月～２月（例年７回程度開催。予算を考慮しての開催数と思われます。） 

（１）複数テーマで広く？１つのテーマで深く？ 

（２）学習形態（フィールドワーク・公開講座・グループトーク等） 

（３）学習内容・講師候補提案 

（４）曜日・時間帯  

（５）講座のタイトル 

 

５．次回の企画委員会 

第２回 ６月中でいかがでしょうか。 

      月   日（  ） 

 

 

こうあるべき！と決めつけず、様々な感じ方があってよいと思います。 

「学び」「気づき」「振り返り」「仲間づくり」に繋がるよう組み立てましょう。 



教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業要綱 

 
（趣 旨） 
第 1 条 この要綱は、教育基本法（平成１８年１２月２２日法律第１２０号）、社会教育法

（昭和２４年６月１０日法律第２０７号）、川崎市教育文化会館条例（昭和４２年３

月２３日条例第１８号）第３条、川崎市市民館条例（昭和４７年３月２８日条例第

３８号）第３条の規定に基づき、教育文化会館・市民館・分館（以下「市民館」と

いう）における社会教育振興事業について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（基本方針） 
第２条 社会教育振興事業の実施にあたっては、民主主義の精神にのっとり、平和と基本

的人権を尊重し、市民が自らの学びを創造する豊かで活力のある地域社会の実現を

めざすこととし、次の基本方針を定める。 
（１）市民一人ひとりの学習する権利と自由を保障し、市民の主体的な学習活動を振興 

する。 
（２）人権尊重の精神に基づき、市民一人ひとりが互いに認め合い共に生きる社会の創 

造をめざす。 
（３）市民の主体的な学習活動の振興を通して、市民参画と協働による市民自治の実現 

をめざす。 
 
（教育事業） 
第３条 前条の基本方針に基づき、次の社会教育振興事業を行う。 

（１）社会参加・共生推進学習事業  
社会参加の機会を得にくい方を対象に、必要な知識の習得や体験等の学習機会の

提供を通して、社会参加促進に向けた支援を推進する。また、学習活動に市民ボラ

ンティアが共同学習者として参画することを通して、共に生きる地域社会の実現を

めざす。 
（２）市民自治基礎学習事業 
   絶え間なく変化する社会のなかで生じる様々な問題を、共通の課題として主体的

に学び合うことを通して、市民自治の実現に向けた基盤づくりを推進する。 

（３）市民学習・市民活動活性化学習事業 
   地域課題や生活課題の解決に向け、市民が、市民館との協働により自ら学びの場

を創出することを通して、市民の主体的な学習活動を振興するとともに市民活動の

活性化をめざす。 
（４）市民・行政協働・ネットワーク学習事業 

市民の主体的な学習活動や市民活動の活性化に向け、市民と学校、区役所や市民

館などが連携・協力して行う学習活動の振興を図るとともに、広く学習にかかわる

情報や人などのネットワークづくりを推進する。 



（５）現代的課題対応学習事業 
  社会の変化や折々の時代の要請に的確に対応し、喫緊な地域課題の解決に向けた 
 柔軟な学習活動を推進する。 

（６）教育文化会館・市民館学習環境整備事業 
   市民館を市民の生涯学習、市民活動の拠点とするために、市民等の参画に配慮し

ながら良好な学習環境を整備する。 
２ 前項の実施内容については別途定める。 

 
（個人情報の取扱い） 
第４条  個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等に基づき、社会教育

振興事業の実施にあたり知り得た個人情報については、漏えいその他の事故を防止

するため、適切に維持管理しなければならない。 
     

 
附  則 
  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し、改正の要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 



 

 
２ 市民自治基礎学習事業 

[普遍的課題学習活動] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

平和･人権・男女平等推進

学習 

 憲法及び教育基本法の理念に基づき、世界の平和並

びに人権の尊重、性による差別及び人権に関する問題

解決に向けた学習機会を提供し、共に生きる地域社会

の創造及び男女共同参画社会の形成を目指す。 

１ 対象：関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：20 時間程度（短期実施

の場合には 10時間程度） 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・地区館は２事業以上実施すること。 

・学習の企画運営を市民参画により実施するよう努めること。 

・平和、人権及び男女平等に関する学習機会をバランスよく提供できるように留意するこ

と。 

・憲法及び同和問題の学習を考慮すること。 

・子どもの権利に関する学習を考慮すること。 

・平和人権教材（フィルム、ビデオ、図書等）の活用に配慮すること。 

・関連計画である川崎市人権施策推進基本計画に留意すること。 

・人権・男女共同参画室等関係機関との連絡及び調整に努めること。 

・男女の平等な参加に配慮すること。 

・保育活動に配慮すること。 

・学級形式に限らない多様な学習形態を工夫することにより、広く市民が参加できるよう

配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

[世代別学習活動] 

青少年教室事業 
 

 小学生、中学生、高校生等を対象として、青少年期

の課題解決あるいは地域参加に向けた学習機会を提

供するとともに、地域の中での仲間づくり及びつなが

りづくりを促進する。 

１ 対象：小学生、中学生、高校生

等 

２ 定員：各館の計画による。 

３ 時間：各館の計画による。 

[留意点] 

・地区館は「成人教室事業」と合わせて１事業以上実施すること。 

・各区の地域性を事業に生かすこと。 

・多くの青少年が参加できるよう、学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様

な学習形態を工夫すること。 

・対象については、就学者のみに限定せず、広く青少年が参加できるよう配慮すること。 

・修了後の自主的な活動に向けた仲間づくりに配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

 
 

社会教育振興事業　実施要項　該当箇所抜粋



社会教育振興事業講師等謝礼標準単価表 

肩  書 謝礼額（上限額） 区分 

ボランティア 
識字学習活動 ４００／回 

Ａ 
その他 １，０００／回 

事例発表等 １，５００／時間 Ｂ 

講師補助等 ２，５００／時間 Ｃ 

講師 

市民 ３，０００／時間 Ｄ 

サークル会員、代表者等 ５，０００／時間 Ｅ 

NPO 法人等 

企業等 

事務局員、会員、一般社員 ５，０００／時間 

Ｆ 
NPO 法人等の理事等役員・事務局長 

企業中間管理者 
７，５００／時間 

NPO 法人等の理事長・代表理事等 

企業最高管理者・役員等 
１０，０００／時間 

市外公務員・ 
教職員等 

公務員、教員、他都市専門職員（学芸員・

社会教育主事・司書等） 
４，０００／時間 Ｇ 

民間技能者 
有資格専門職 

生活・技術（料理・工作指導）・レクリエ

ーション指導者、インストラクター等 
保育士・看護師・栄養士・介護士等専門職 

６，０００／時間 Ｈ 

研究者、専門家等 

大学講師、民間研究者等 ７，５００／時間 

Ｉ 大学准教授、研究員等 １０，０００／時間 

大学教授、医師、弁護士、評論家、作家等 １５，０００／時間 

その他 
著名研究者、専門家等知名度や他都市にお

ける実績、受講生の規模等に応じて決定す

る。 
３０，０００／時間 Ｊ 

上記基準にあてはまらない場合、団体等で派遣費用を決めている場合、など、基準内での依頼が困

難な場合は、その都度、生涯学習推進課と協議の上、報償費を決定する。 Ｋ 

（注）  単価は 27年 4月改正 

①講師とは、メインの指導者として講義を行うものを指す。 

②謝礼額には往復交通費相当分を含む。 

③川崎市の職員に、時間外或いは勤務を要しない日に、現在の業務内容に関わる講義を依頼する場合は、謝

礼は支払わない。講義内容が現在の業務と係わりのないものである場合は、職員の所属と相談し、講師を

依頼することについて了解が得られた場合は、実費弁償程度の支払は可とする。臨任・非常勤についても

これに準じる。 

④川崎市の教員に、時間外或いは勤務を要しない日に講義を依頼する場合は、教員及び学校長に講師依頼（派

遣依頼）等の手続きを行い、謝礼を支払うものとする。 

⑤市外の公務員・教職員・国立機関の職員への謝礼の支払いについては必ず事前に相手方に確認すること。 

⑥現職による肩書きが明らかでない者については、退職時の職種等により適用する。 

⑦遠隔地から講師を招聘する場合においては、その往復分の交通費実費相当額を加算することができる。 

⑧「市民」とは、特技や社会経験を持つ市民を講師として依頼する場合で、Ｅ～Ｋに当てはまらない場合に

適用する。 

⑨「サークル」とは、地域で共通の趣味・研究をする者の集まりなど同好会的な活動を指し、その趣味・研

究活動を活かして講師を依頼する場合に適用する。 

⑩謝礼額には消費税を含まないので、必要に応じた適正な転嫁を行うこと。 











   令和７年６月２２日 

 

平和人権男女平等推進学習 第２回 企画運営委員会 

 

１． 講座の構成案について 

 

 

 

２． 講座のテーマ名称について 

 

 

 

３． 市民館だより９月号への掲載について 

 

 

 

（参考）会議室取得日程について 

 ・１１月 ２日（日）午後・・・第１会議室 

 ・１１月２３日（日）午後・・・第１会議室 

 ・１２月 ７日（日）午後・・・視聴覚室（大会議室 OK）公開講座候補日 

 ・１２月１４日（日）午後・・・第１会議室 

 ・１２月２１日（日）午後・・・第１会議室（大会議室 OK）公開講座候補日 

 ・ １月１１日（日）午後・・・第１会議室 

 ・ ２月１５日（日）午後・・・視聴覚室（大会議室 OK）公開講座候補日 

 ・ ２月２２日（日）午後・・・視聴覚室 

 

（参考）広報のスケジュールの目安について 

・市民館だより（３か月に１回程度発行） 

市民館だより ９月号に広報 （６月下旬エントリー、７月２５日最終〆） 

 ・市政だより（毎月発行） 

  市政だより９月号に広報（７月１日エントリー、８月上旬最終校） 

  市政だより１０月号に広報（８月下旬エントリー、９月上旬最終校） 

 

次回の企画委員会 

第３回 ７月中でいかがでしょうか。   月   日（  ） 


























